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研究要旨 

 わが国の栄養政策として理解が得られやすいと考えられる減塩活動と高血圧を介した循環

器疾患の関係に着目して、既存の資料を確認・整理し、以降の医療経済学的な基礎研究のため

の方向性を明確化することを目的とした。あわせて、本邦においてポピュレーションアプロー

チとして戦略的に実施されてきた各レベルの減塩活動のうち、取り組み内容が文献等で公表さ

れており、且つ、一定の事後の評価がなされているものの情報も収集・整理し、それらの特色

や共通点についても検討した。 

 1970 年代より各地において、減塩に関する活動が積極的に行われるようになり、日本人の

食塩摂取量やその摂取密度は経時的に低下している。これに伴い、わが国の国民における収縮

期血圧の平均値は、少なくとも最近の約 50 年間において男女ともに 30～70 歳代の何れの年

齢階級においても低下している。また、拡張期血圧の平均値についても、同様に女性において

30～70歳代の何れの年齢階級において低下している。このようなことから、1980年～2010年

における高血圧有病率の年次推移は、男性の一部の年齢階級を除くと低下しており、死因別死

亡率も脳血管疾患によるものが、少なくともこの 20 年間は低下傾向を示している。種々の交

絡要因が考えられるが、それらを考慮しても、減塩による高血圧を介した循環器疾患の予防や

治療効果は否定できないものと考えられる。ただし、これらの効果を金銭的なレベルで示すま

での方法論は必ずしも確立できておらず、今後の課題である。 

一方、ポピュレーションアプローチとしての従来の減塩活動は、食塩の摂取給源等に関する

情報提供が取り組みの中心であった。必ずしも十分なモニタリングや効果判定は実施されてお

らず、健康増進に関わる職種や部門による対応が多かった。しかし、最年の動向としては、地

域の現状をできるだけ客観的に明確化した上で、自治体主導から、関連団体、地元企業と連携

した取り組みが多くなっている。また、自治体内においても、農林水産部門、商工部門、教育

委員会等との連携も積極的に行われている。さらに、従来からの食塩摂取源を特定した取り組

みを継続しつつも、日頃から習慣的に用いる食材や食品を通常どおり利用・摂取しても、自然

に減塩に繋がるような食環境整備（食品の低塩化）、人材育成を行ないながらこれらの人材とと

もに取り組みを展開して行くような対応が、アプローチの中心となりつつある。職域では、取

り組みや事後評価が実施しやすい環境にあるものの、健康管理部門のみでの対応には限界があ

り、会社側（経営者、人事・庶務関係部門、安全衛生委員会等）、従業員側（労働組合）、健康

保険組合等の理解や合意を十分に得る必要がある。 

A．研究目的 

これまで本邦において展開されてきた栄

養政策等が社会保障費の抑制や寿命の延伸

あるいは生活の質の向上などにどの程度寄

与してきたのかを客観的に検証することは、

あまりにも交絡する因子が多いことや日常

的な営みの中で行われる飲食を介する内容

であることから、非常に難しい内容であると

考えられる。実際、栄養・食生活の重要性は

広く認められているものの、この種の研究は

殆ど認められない。 

そこで、比較的わが国の栄養政策として理

解が得られやすい減塩活動と高血圧を介し

た循環器疾患の関係について、既存の資料を

確認・整理し、以降の医療経済学的な基礎研

究のための方向性を明確化することを目的

とした。 

また、わが国においてポピュレーションア
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プローチとして戦略的に実施されてきた都

道府県レベル、市町村レベル、職域レベル、

企業による取り組みレベルによる減塩活動

のうち、取り組み内容が文献等で公表されて

おり、且つ、一定の事後の評価がなされてい

る情報も収集・整理し、それらの特色や共通

点について検討した。 

 

B．研究方法 

１）減塩活動と高血圧を介した循環器疾患の

関係に関する文献的考察 

血圧の年次推移については、第 1次成人病

基礎調査、第 2次成人病基礎調査、第 3次循

環器疾患基礎調査(NIPPON DATA 80)、第 4次

循環器疾患基礎調査(NIPPON DATA 90)、第 5

次循環器疾患基礎調査、NIPPON DATA 2010の

成績に関連資料やこれらを取りまとめた文

献等を確認・整理した。 

また、現在展開されている健康日本 21（第

2 次）等で行われてきた取り組みについても

整理・検討した。 

なお、本研究は、既存の資料を収集し、整

理・検討したものであることから、特に倫理

面への配慮は必要ないもの判断した。 

 

２）わが国においてポピュレーションアプロ

ーチとして大規模に実施されてきた減塩活

動ならびに都道府県レベルでの新しい取り

組みに関する文献的考察 

わが国において、これまでに実施されてき

た減塩に関するポピュレーションアプロー

チのうち、都道府県レベル以上の地域を対象

として、数年以上の期間をかけて、組織的な

取り組みを行ったものとして、「にいがた減

塩ルネサンス運動」ならびに「北から低塩食

生活改善運動」に関する既存資料等を用い、

それぞれの内容の整理とその効果・課題に関

する検証を行った。 

また、近年になって開始され、現在も継続

している地方自治体レベルでの新たな手法

によるポピュレーションアプローチとして、

青森県と富山県の事例を検証した。 

これら 2 つの検証から、これからの望まし

い減塩対策について検討を行った。 

 

３）市町村レベル、職域レベル、企業による

取り組みレベルによる減塩活動に関する文

献的考察 

わが国において、これまでに実施されてき

た減塩に関するポピュレーションアプロー

チのうち、関連する学術雑誌や報告書・専門

誌等で取り上げられている内容を検索し、そ

れぞれの内容の整理とその効果・課題に関す

る検証を行った。 

 

C．研究結果 

１）減塩活動と高血圧を介した循環器疾患の

関係に関する文献的考察 

（1）食塩摂取量の変化   

わが国の食塩摂取量は、以前より大幅に低

下しており、直近の 10 年間でも小幅な減少

が続いている。平成 29 年における成人１人

１日当たりの平均摂取量は 9.9ｇであって、

世界的レベルで見れば高い摂取量であるが、

1950 年代に東北地方で行われた調査成績で

は 25g を超える摂取量 2)が認められている

ことを踏まえれば、望ましい状況に変化して

きていると判断できる。また、1980年には最

大 5g 以上あった摂取量の地域格差も、次第

に縮小し、直近では 1．2gとなっていた。ま

た、食事中に含まれている食塩の濃度と関連

する食塩の摂取密度も経時的な低下してい

る（図１,図２,図３）。 

 

（2）血圧や高血圧有病者の変化 

わが国の国民における収縮期血圧の平均

値は、少なくとも最近の約 50 年間において

は男女ともに 30～70 歳代の何れの年齢階級

においても低下している。また、拡張期血圧

の平均値についても、同様に女性において 30

～70 歳代の何れの年齢階級において低下し

ている。このようなことから、1980年～2010

年における高血圧有病率の年次推移は、男性

の一部の年齢階級を除くと低下しており、死

因別死亡率も脳血管疾患によるものが、少な

くともこの 20年間は低下傾向を示している。 

 

（3）減塩に関する国レベルでの取り組み 

わが国においては、1979（昭和 54）年に改

定された当時の日本人の栄養所要量の中で、

1人 1日当たり 10ｇ以下にすることが望まし

いということが付帯事項として初めて示さ

れている。以降、日本人の栄養所要量、その

後の日本人の食事摂取基準の改定に従い、そ

の目標量は下げられている。2020（令和 2）

年度から用いられる日本人の食事摂取基準

（2020年版）においては、成人の目標量（生

活習慣病の発症予防を目的として、特定の集

団において、その疾患のリスクや、その代理

指標 となる生体指標の値が低くなると考え
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られる栄養状態が達成できる量として算定

し、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取

量）を 2015年版から 0.5 g/日引き下げ、男

性 7.5g 未満、女性 6.5ｇ未満とした。また、

高血圧および慢性腎臓病（CKD）の重症化予防

のための目標量は、男女ともに、6g/日未満と

設定している（表１）。 

一方、現時点で展開されている 21 世紀に

おける第 2次国民健康づくり運動（健康日本

21（第 2次））においては、栄養・食生活分野

の中で、食塩摂取量の減少が項目として男女

の違いはなく 8g（平成 34 年度）と設定され

ている。 

また、2016（平成 28）年に改定された食生

活指針においては、「食塩の多い食品や料理

を控えめにしましょう。食塩摂取量の目標値

は、男性で 1日 8g未満、女性で 7g未満とさ

れています。」されており、この値は、改定の

タイミングにおける日本人の食事摂取基準

（2015年版）に示された目標量が示されてい

る。 

さらに食生活指針を具体化するために策

定されている食事バランスガイドにおいて

は、食塩に関して具体的な区分を設けたり、

イラスト上に示すことはなされていない。し

かし、主な料理・食品のサービングサイズや

栄養素構成を示す関連資料の中で、食塩相当

量が示されており、1 サービングにおいて食

塩の平均的な含有量が 3g 以上の料理・食品

については、注意喚起を施している。 

 

２）わが国においてポピュレーションアプロ

ーチとして大規模に実施されてきた減塩活

動ならびに都道府県レベルでの新しい取り

組みに関する文献的考察 

（1）これまでに本邦においてポピュレーシ

ョンアプローチとして大規模に実施されて

きた減塩活動 

①にいがた減塩ルネサンス運動 

新潟県では、2009 年からの 10 年間「にい

がた減塩ルネサンス運動」が展開された。一

連の取り組みは、県内外で広く知られ、現在

でも注目されている。新潟県は、脳血管疾患

と胃がんによる死亡率が全国でも上位に位

置し、これらに対する取り組みが課題となっ

ていた。そこで、既存のデータを活用し、県

民 1 人当たりの食塩摂取量 2g 減とカリウム

摂取量 600mg 増により、県民の最高血圧を

2mmHg 低下することで、脳血管疾患、虚血性

心疾患、胃がんによる死亡率を下げることが

できるとの推計に基づき、県民にわかりやす

い目標を設定し、さまざまな取り組みを展開

した。同県では、以前にも「健康にいがたク

ローバー運動」、「健康にいがた新クローバー

運動」が展開されており、1983年に 18.0gで

あった食塩摂取量は、徐々に減少し、1992年

頃よりは、全国平均をやや上回る程度にまで

改善している。しかし、なお、食塩摂取レベ

ルは高く、特有の健康問題が認められること

から、科学的に根拠があり、実効性が高く、

健康ビジネスとの連動視野に入れた新しい

健康づくり施策として、改めて、「減塩」に焦

点を当てた取り組みとして、企画、展開され

たのが「にいがた減塩ルネサンス運動」であ

る。取り組みの柱としては、地域住民を対象

とした取り組み、職域を対象とした取り組み、

地元企業や関連団体との連携に大別され、従

来、都道府県レベルで実施されてきた同種の

対応に比し、かなり、詳細な枠組みとなって

いた。 

2008（平成 20）年からの 3年間では、成人

における食塩摂取量は、11.5g から 10.8g へ

と減少したが、野菜摂取量や果物摂取が 1日

あたり 100g を下回っている者の割合が増加

した影響により、カリウム摂取量も 179mg低

下した。最終評価の段階では、各種要因を調

整した収縮期血圧の変化の推計値は、男性で

0.488mmHg の低下、女性では 1.327mmHg の低

下が認められた。 

 

②北から低塩食生活改善運動（Salt Down 

Campaign from North） 

「北から低塩食生活改善運動」（Salt Down 

Campaign from North）は、正しい栄養素のバ

ランスを基調とした低塩食生活の改善を図

るため、 1979 年から 1982 年にかけて北海

道・東北地方の栄養士会員 4,000名が原動力

となって長期運動を展開したものである。 

取り組みの背景としては、既述のように、

日本人の当時の死因の第 1位が脳血管疾患で

あったこと、北海道・東北地方が短命であっ

たこと、東北地方における脳血管疾患の死亡

率は、国内で最も高率であったこと、当時の

わが国における胃がんの死亡率は、米国の約

10倍であったことなどである。また、このこ

とに関連する栄養・食生活上の問題点として、

食塩濃度の濃い味付けが好まれること、漬物

やみそ汁由来の食塩摂取量が多いことが、既

に明らかとなっていた。 

準備期間であった 1979 年においては、各
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道県支部と顧問推進会議が開催されるとと

もに、各地の食塩摂取量・健康水準の情報収

集が行われている。また、これらの情報をも

とにして、この運動のための、指導者用テキ

スト 6,000 部、指導用パンフレット 80,000

部、ポスター6,000枚の作成と配布がなされ、

支部長推進会議が開催されている。キャンペ

ーン期間である 1980～82 年には、低塩栄養

指導者研修会の開催、各道県支部開催の各種

研修会等の情報共有、関係指導者団体との連

携と調和、従業員食堂等集団給食施設の食塩

摂取量の点検と指導、栄養士会員による地域

へのアプローチ、マスコミを活用した運動の

普及と徹底、各地域独自の計画による運動が

展開された。このうち、低塩栄養指導に関す

る指導者用テキストにおいては、地域の健康

水準の確認、なぜ食塩を少なくする必要があ

るのか、食塩について改めて考えること、み

そ汁の食塩濃度調整、食塩と食生活の関連、

低塩をすすめるための具体的な 30 の手段に

ついて、項目立てがなされている。 

情報・取り組みの伝達の方法としては、主

婦を介してパンフレット等を家庭へ配布す

る、当時らしい取り組みとして中学 2年生の

女子生徒約 19,000 人に資料を配布（将来を

見越した対策）、マスメディアへの積極的な

働きかけ、在宅栄養士などのボランティアを

動員しての広域にわたる働きかけが実施さ

れている。また、取り組みの強化因子として、

みそ・しょうゆなどの基礎的調味料の製造会

社等の積極的な参画を実現できたこと、減塩

運動が単なる減塩に留まらず、バランスの取

れた食事への運動と表裏一体にすすめられ

たことなどが、以降の自発的な取り組みへの

きっかけとなったことがあげられ、さらに、

必ずしも十分ではなかった可能性もあるが、

健康と食事のつながりについて、具体的なデ

ータを用いながら働きかけることが試みら

れている。 

一方、秋田県では、北から低塩食生活改善

運動に先行して、秋田県独自の減塩運動（ASD

作戦）も展開されており、これを挟む 15年間

で、食塩の摂取量は 5ｇ程度減少し、全国の

平均摂取量との差もかなり縮小し、その後も

低下傾向が持続している。 

北から低塩食生活改善運動の期間におけ

る北海道と東北地方における食塩摂取量の

推移は、全国の平均値にほとんど変化が認め

られないにもかかわらず、この 2 地区では、

低下傾向が認められている。このことから、

一定の効果が認められたものと考えられる

が、一連の取り組みについて、客観的な効果

判定が学術雑誌等へほとんど投稿されてい

ないことなどにより、例えば、1970年代より

フィンランドで実施されてきた  North 

Karelia Project のような評価が得られてい

ないように思われる。しかし、わが国で最初

に道県レベルの地域で組織的に計画・実施さ

れたこの取り組みには、今後の減塩対策を立

案・実施するうえで、さまざまなヒントが隠

されているのではないかと思われる。 

 

（2）近年実施されている減塩に関する新た

なポピュレーションアプローチの手法 

①青森県だし活!健活!減塩推進事業 

青森県における主要死因は、1位:悪性新生

物、2位:心疾患、3位:脳血管疾患であり、何

れも全国平均より高い割合で推移している。

これら 3大死因の年代別の超過死亡数は、30

歳代後半以降の殆どの世代で認められてい

る。このため、全国的には短命県に位置づけ

られている。このため、これに対応して、平

成 28 年度以降、取り組みが継続的に実施さ

れている。この特徴としては、調味料や加工

食品が食塩の主要な給源となっていること

に鑑み、単に減塩と訴えるだけではなく、県

民に広く「だし」の活用を呼びかけ、このこ

とが習慣化し、自然に減塩に結びつくことを

目指している。県内メーカーと連携し、県内

食材を利用した「できるだし」を開発してい

る。また、県内のスーパーや量販店での取り

扱いを促進し、自主的な店頭での「だし活」

「減塩訴求」の取り組みも促進し、特に減塩

に関する無関心層への意識づけを目指して

いる。 

また、スーパー等の店頭において、気軽に

「だし活」に取り組める食環境整備を進める

上での人材育成として、食生活改善推進員、

地元スーパーの従業員を対象に「だし活伝道

師育成研修会」を実施している。 

令和元年以降、さまざまな取り組みと連動

し、単に成人だけではなく、子供から高齢者

までのあらゆる世代に行き渡るような配慮

がなされている。また、県内の市町村や大学、

（公社）青森県栄養士会等職能団体との連携

も図られている（図４,図５）。 

 

②富山県版減塩プロジェクト 

富山県の死因別の死亡割合を見ると、がん、

心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病による
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死亡の割合が増加しており、総死亡数の約半

数を占めている。また、介護が必要となった

主な原因についても、脳血管疾患をはじめと

した生活習慣病が多くを占めている。県民健

康・栄養調査における成人 1人 1日当たりの

平均食塩摂取量は、平成 2 年に男性 14.0g、

女性 11.7g であったものが、平成 28 年には

男性 11.0g、女性 9.1gと減少している。しか

し、全国的に見ても、なお高い水準である。 

富山県においても、減塩に関する取り組み

が継続している中で、野菜の積極的な摂取を

促す取り組みとして、地元企業と連携した従

業員食堂での野菜摂取推進事業「サラベジ！

推進プロジェクト」、食品メーカーと連携し

た野菜ジュースのパッケージを活用した広

告、関連団体と連携した取り組みとして、3世

代ふれあいクッキングセミナー、食生活改善

推進員（ヘルスメイト）による家庭訪問によ

る啓蒙活動の推進、健康づくり協力店推進事

業が展開されている。 

また、これらとは別に先進的な取り組みと

して、富山県版減塩プロジェクトの中核を成

すもののひとつとして、富山県パン・学校給

食米飯協同組合と連携し、平成 28年度より、

学校給食用のパンの 15%減塩を実施している。

具体的には、従来100gの小麦粉に対して2.0g

の食塩を添加していたものを 1.7g としてい

る。主要な目的としては幼少期から薄味に慣

れること目的としており、将来の健康増進に

繋がることを視野に入れている。全国知事会

の「健康立国宣言」に基づく先進・優良事例

集（2019）にも選定されている。この取り組

みは、英国で実施された同等の取り組みを取

り入れたものであり、取り組みにあり、特別

な追加予算や施設の改修等を伴わず、注目さ

れる。国内の一部の市町村レベルにおいても

同じ取り組みが施行されているが、都道府県

レベルでの対応は注目される。 

 

３）市町村レベル、職域レベル、企業による

取り組みレベルによる減塩活動に関する文

献的考察 

①地域レベル（市町レベル）での取り組みと

成果 

(1)岐阜県下呂市における経緯と取り組み 

下呂市では、特定健康診査（特定健診）が

開始された 2008（平成 20）年以降の同市国民

健康保険（国保）における医療費や健診結果

の分析を行っている。その結果、国保の特定

健診受診者に高血圧と判定される者の割合

が高いことを確認した。また、高血圧および

脳血管疾患で医療機関を受診している者の

割合も経年的に上昇しており、2015（平成 27）

年の高血圧による受療率は 37.1％、脳血管疾

患による受療率は 10.1％に達していた会場

（図６）。 

このような状況を踏まえ、高血圧ならびに

脳血管疾患への対策として、ハイリスクアプ

ローチとして、特定健診でⅡ度もしくはⅢ度

の高血圧者に、二次検査（頸部エコー検査・

心電図検査・眼底検査）と家庭訪問による保

健指導を実施している。 

さらに、2013（平成 25）年より、高血圧の

要因の 1つである食塩摂取量の減少を目的と

したポピュレーションアプローチを立ち上

げている。このうち、3 歳と 5 歳児への尿中

塩分測定（ウロペーパー栄研ソルト）を行っ

たところ、2013（平成 23）年における対象児

の尿中から推定した食塩摂取量が日本人の

食事摂取基準（2010年版）に示されている目

標 量 （ tentative dietary goal for 

preventing life-style related diseases：

DG）5g/日未満に対して、これを超える幼児が

428 名中に 352 名（82.2％）認められた。一

連の結果を受け、同市の保健師は、尿検査と

同時に行った食事調査表に基づいて幼児の

保護者に対する保健指導を実施すると共に、

保育所において給食の減塩化や施設で提供

するおにぎりに食塩やふりかけを使用しな

い等の取組みを依頼した。さらにこれらの取

組みを市の広報誌や健診結果説明会等でも

情報提供を行っている。しかし、その後も高

血圧や脳血管疾患受療率ならびに健診で高

血圧と判定される者の割合や幼児の推定食

塩摂取量も約 8割以上が目標量を上回った状

態が継続した。 

このような状況を受けて、減塩を目的とし

た食環境整備を推進する組織「減塩推進委員

会」を立ち上げた。当初は次の取り組みから

開始している。①市内の全小学 1年生の家庭

への塩分計の配布、②食生活改善推進員によ

る郷土料理の減塩レシピの作成と市民イベ

ントでの減塩料理の周知、③学校栄養教諭や

養護教諭による子どもへの適塩教育の実施。 

その後、母子手帳交付時における減塩食品

を配布と減塩啓発，特定健康診査時と若者健

診（15～39 歳）の検査項目に尿中のナトリウ

ム・クレアチニン検査を追加し，1 日当たり

の食塩摂取量を推定し、減塩に関する保健指

導を実施した。 
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さらに、2017・2018年度にロータリークラ

ブと共催で減塩に関する講演会を実施。2019

年度にはポスターコンクールや日本高血圧

学会減塩委員会が認定する減塩食品（JSH 減

塩食品）の試食会などが含まれる「G3（下呂・

減塩・元気）フェスタ」を開催した。 

2018 年から毎月 14～20 日を下呂市減塩

週間と定め、小売店や外食店に対して取り組

みを依頼し減塩推進協力店として認定した。 

小売店には JSH 減塩食品の取り扱いを依

頼し各店舗ことで減塩チラシやポップを掲

出してもらった。また、外食店では減塩調味

料を使用した料理の提供を依頼すると共に、

市の管理栄養士が協力してスマートミール

（健康な食事・食環境）認証制度への応募申

請の支援も行っている。認定店の店頭には共

通ののぼり旗が掲げられている。 

健康づくりを積極的に進めている市内の

事業所に対しては、「下呂市健康増進推進事

業所」に認定し、事業所の従業員とその家族

の健康づくりを市保健師と管理栄養士が支

援する体制を構築し、昼食時の休憩時間など

を使って，JSH 減塩食品の紹介や減塩教育等

を実施している。 

 

(2)岐阜県下呂市における取り組み成果 

食環境整備の成果としては、市内の小売店

において 50 種類以上の JSH 減塩食品が購入

できるようになった。 

また、国保特定健康診査診におけるⅠ度高

血圧者の割合は、2012 年の 23.5% から 2019 

年には 15.0% に減少した。Ⅱ度高血圧者とⅢ

度高血圧者の合計の割合も 2012 年の 6.8% 

から 2019 年 2.6% に減少している。また、 

高血圧受療率は 2015 年の 37.1% から 2018 

年には 36.8% に，脳血管疾患受療率は 2015 

年の 10.1% から 2018 年 8.4% へと改善が認

められている（図７、図８）。 

 

(3)山口県周防大島町における経緯と取り組

み 

周防大島町は、県内での健康状態を比較し

た統計において、心疾患の標準化死亡比や血

圧高値者の標準化該当比が高く、国民健康保

険の医療費からも循環器疾患対策が課題と

なっていた。2010（平成 22）年度に実施した

町民健康・食事調査（BDHQ：brief-type self-

administered diet history questionnaire 

による）の結果でも、1 日平均食塩摂取量は

男性 14.5g，女性 11.4 g と過剰摂取である

ことが明らかとなった。そこで、健康づくり

の中核として減塩を取り組むことにした。 

2011（平成 23）年度に取り組みを推進する

ための推進委員会を立ち上げ、常に計画の進

捗状況を確認し、具体的な推進方法を協議・

決定し実践した。従前の地域活動状況から、

町民の健康づくりへの関心の薄さや食塩を

多く用いる食文化が深く根付いていること

から、減塩運動自体の周知の工夫が必要と判

断し、減塩を身近に感じ親しみがもてるよう、

「ちょびっと（少し）」という方言を用い「ち

ょび塩」とポップで明るいプラスのイメージ

を印象づけけた。さらに、「『ちょび塩』でお

いしく元気に!」をキャッチフレーズに、「ち

ょび塩活動を知る」から、「必要性を知る」、

「方法が分かる」、「実践・定着」と「環境の

整備」へと段階的に展開することを目指し計

画を立案した。 

「ちょび塩」活動について、無関心層への

興味・関心を高めつつ周知するため、シンボ

ルとなる「ちょび塩マーク」を作成し、町の

行事で公表すると同時に、のぼり旗、展示パ

ネル、ポスターなども作成し、銀行、郵便局、

スーパーなどの多人数が集う場所に設置し

た。また、文具やエコバッグ等の「ちょび塩

グッズ」も作成している。さらに「ちょび塩

ポロシャツ」も作成し、着用者が「ちょび塩

スタッフ」として認識されるように対応した。 

各団体にもマークの利用を促し、薬局の調

剤袋、売店の販売促進ポップ、給食・保健室

だよりや会報誌等の配布物にも印刷・掲載さ

れている。さらに、「ちょび塩ソング」や「ち

ょび塩ダンス」も作成され普及・啓発が進め

られている。成人男性 1 日の食塩摂取目標量

が 8 g未満であることにちなみ，毎月 8 日を

「ちょび塩の日」、健康づくり月間である 10 

月を「ちょび塩月間」と定めてキャンペーン

活動等も実施している。本取り組みの必要性

を町民に普及するため、モニタリングのひと

つとして、家庭の味噌汁の食塩濃度測定や試

験紙を使った簡易尿中食塩推定量の測定を

実施し、個別に減塩の必要性を説明している。

ただし、簡便なツールでは結果の値の幅が大

きく、より具体的な実態把握の必要性が認め

られため、大学等の協力を得て、個別の評価

が可能な状況を整え、食塩摂取量や食習慣を

数値化・可視化しながら、自身の健康課題に

気付けるようなフィードバックの仕組みを

構築した。さらに、2018（平成 30）年度より

「ちょび塩健診」を導入して、一般住民がい



16 

 

 

つでも食塩摂取量を把握できるよう事業化

した。 

減塩に寄与する情報が行き渡るよう、季節

ごとに「ちょび塩レシピ」を作成し、スーパ

ーや医療機関などに設置した他、保育所や学

校の給食、地域サロンの献立に導入し提供さ

れている。また、学校や地域で「ちょび塩レ

シピ」を活用した料理教室や試食会も開催さ

れており、この種の体験の場は住民に好評で

あり、あらゆる世代に浸透している。 

「ちょび塩」の実践・定着ならびに食環境

整備のためには、住民の身近に減塩に役立つ

商品・道具が必要であることから、町内の商

工会やスーパーなど各店舗の協力を得て、減

塩商品の取り扱いを促進している。また、大

手スーパーと結んだ連携協定にも減塩や健

康づくりが盛り込まれている。 

さらに、家庭で日常的に減塩料理が出され

ることを目指して「ちょび塩メニュー作成プ

ロジェクト」を立ち上げ、地元の季節の食材

を用い、安価で簡単で栄養バランスの取れた

おいしい「ちょび塩メニュー」を考案して町

内外に発信していまる。2016（平成 28）年度

に考案された「ちょび塩弁当」は、農協の商

品化によりイベント販売された。地元飲食店

による低エネルギー、低食塩の「ちょび塩ロ

コモコ丼」のメニュー化、地元製パン所によ

る 3 割減塩の「ちょび塩パン」の開発等、減

塩に関わる食環境整備が進んでいる。 

2017（平成 29）年 1 月には、これまでの活

動を集結した「ちょび塩ミニサミット」を開

催し、講演会、地元中学生や企業家による「ち

ょび塩活動」の発表、減塩関連商品の即売会

等を実施し、産官学民が集結した町民一丸の

減塩イベントを実施した。 

 

(4)山口県周防大島町におけるにおける取り

組み成果 

既述のようにさまざまな取り組みが実施

され、一連のプロセスは整理・評価されてい

るようである。また、大学や専門研究機関と

連携した調査が実施されている。また、いく

つかの内容については、断面研究の成果とし

て公表されている。一方で経時的な変化を系

統的に外部から確認することが難しい状況

にある。ただし、PDCAサイクルに基づく対応

が可能な自治体独自の内部データとして蓄

積している可能性もある。 

 

②職域レベルでの取り組みと結果 

(1)青壮年を対象とした生活習慣病予防のた

めの長期介入研究 (The high-risk and 

population strategy for occupational 

health promotion study : HIPOP-OHP study）

における経緯と取り組み 

HIPOP-OHP studyは、2000年前後に実施さ

れた職域を対象とする生活習慣病予防に関

わる長期介入研究であり、栄養・食生活、運

動・日常の身体活動、喫煙、健康審査結果に

応じた保健指導等の取り組みが戦略的且つ

総合的に実施された。このうち、栄養・食生

活に関しては、食環境整備の一環として、従

業員食堂を活用した減塩対策と食事バラン

スの適正化に取り組んだ。 

ここでは、主として減塩対策について整理

する。まず、従業員食堂の利用者に対する継

続的な情報発信として、食堂内に設置されて

いるすべてのテーブルに、テーブルポップを

設置し、減塩に関わるノウハウやスキル、イ

ベントの案内等について取り扱った。また、

一定期間ごとに従業員食堂の出入り口付近

に、展示コーナーを設置して、個人レベルで

はなかなか把握し難い情報を提供した。例え

ば、国民栄養調査（国民健康・栄養調査）結

果を参考として、日本人成人が一年間に摂取

する食塩量を、実際に摂取している具体的な

食品（現物）の形で展示し、量の多さを実感

してもらうなどを試みている。 

また、食環境整備としては、従業員食堂内

で使用されている卓上調味量の設置場所を

限定するとともに、しょうゆ差しを通常タイ

プから 1滴タイプの節塩型へ変更、食塩濃度

の低い調味量へ設置と誘導、食堂で提供され

ているみそ汁やめん類のスープ・だしの減塩

化と日常的なモニタリング（濃度計による塩

分濃度のモニタリング）を徹底した。さらに、

一部提供献立の減塩化、めん類摂取時に使用

するレンゲを通常タイプから穴あきタイプ

に変更するなど、3 年程度の時間をかけなが

ら、徐々に取り組みを浸透させた。 

  

(2)青壮年を対象とした生活習慣病予防のた

めの長期介入研究取り組みの成果 

介入事業のうち、継続的に取り組みが実施

できた職域においては、健康診査時に採集し

たスポット尿から推定した 24 時間当たりの

尿中塩分排泄量は、ベースライン時に比べ、

エンドポイントにおいて低下していること

が確認されている（図９）。また、減塩には直

接的な関係はないが、高血圧や循環器疾患の
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予防や治療を目的として、ナトリウムの排泄

に寄与するカリウムを多く含む野菜類の積

極的に摂取を促す目的で、食事バランスの適

正化として、主食、主菜、副菜（３要素）を

揃えた食事の選択を継続的に促したところ、

ベースライン時に比べ 3要素を揃えて選択す

る従業員の割合は増加した。 

 

③医療機関に設置されているコンビニエン

スストアで提供されているカップ麺におけ

る食塩含有量の積極的情報開示とこれに基

づいた商品陳列の効果 

(1)カップ麺における食塩含有量の積極的情

報開示とこれに基づいた商品陳列の効果経

緯と取り組み 

東京都内に所在するある病院の職員と院

内に設置されているコンビニエンスストア

を対象とした。このうち、当該店舗で取り扱

われているカップ麺について、食塩含有量の

少ない商品の割合を増加させた。さらに、製

品 1食あたりの食塩含有量を陳列棚に分かり

やすいように表示するとともに、食塩含有量

が少ない商品ほど手に取りやすい位置に、逆

に含有量順に多くなるほど下方に陳列し、食

塩含有量の多い商品ほど選択し難く（アクセ

スし難く）なるよう工夫している。 

 

(2)カップ麺における食塩含有量の積極的情

報開示とこれに基づいた商品陳列の効果取

り組みの成果 

本取り組み（介入）前 5 ヶ月間と介入後 5

ヶ月間における食塩含有量別の販売割合の

変化は、介入後ほど含有量の少ない商品の販

売割合が増加し、含有量の多い商品の販売割

合が増加した。 

これらのことから、コンビニエンスストア

で提供されているカップ麺においては、食塩

含有量の積極的な情報開示と、これに基づい

た商品陳列の工夫によって、利用者が含有量

の少ない商品を選択する方向へシフトする

ことが明らかとなった。 

 

④いわゆる中食を取り扱う流通企業におけ

る取り組みと成果 

(1)流通企業における取り組みの経緯 

わが国における 2017 年の高血圧有病者数

は 4300 万人と推計されたことを契機に、大

手コンビニアンスストアのファミリーマー

トでは、高血圧の原因となる「食塩の過剰摂

取」には、優先的な対応が必要であると判断

し、専門家の意見も踏まえて「減塩」を重点

テーマとして、新商品開発や既存商品の見直

しを行う方針を決定した。 

これにしたがって、店舗で販売する弁当な

ど、いわゆる中食商品を中心として、減塩化

に取り組んだ。中食の比率が高まる中で、同

社では 2018 年に減塩プロジェクトを立ち上

げ、「健康な食事・食環境」 コンソーシアム

の基準に適合した「スマートミール弁当」や

日本高血圧学会の基準を満たす減塩食品の

開発・導入を始めとして、2019 年 9 月から

2020 年 8 月までの間、弁当類・麺類・総菜

類など、28 種類の既存商品の減塩化を実施

した。このうちの 26 種類については「減塩」

していることを商品パッケージに意図的に

示さない「こっそり減塩」とした。これらは

消費者が「減塩」という表現に抱く負のイメ

ージを回避するだけではなく、減塩していて

も「おいしさ」を重視し、「減塩を標榜できる」

減塩率には必ずしもこだわらないという基

本的な考え方に沿ったものである。 

  

(2)流通企業における取り組みの成果 

減塩化した 26 種類の弁当類・麺類・総菜

類の 1 食あたりの食塩含有量は 1g未満から

3gまであった。また、この期間におけるこれ

らの総販売数量は約 1 億食であった。商品分

類ごとに整理し、集計したところでは、これ

に商品の販売数量と相対的な減塩量による

効果は、およそ 100t であると見積もられて

いる（表２）。 

 

D．考察 

国民の平均的な血圧は、以前に比べ概ね低

下傾向を示しており、高血圧の有病者率や脳

血管疾患による死亡率についても同様に低

下傾向を示している。この背景には、医療水

準の向上、降圧薬の進歩、生活環境の改善な

どの要因が影響しているもの考えられる。し

かし、これらのみによって現在の状況に改善

できたのかは不明である。むしろ、すべての

国民が日々行っている食事（栄養素摂取）の

一環としての減塩が、国レベルで進展したこ

とも含めて考慮することが理解を得やすく、

世界保健機関（WHO）や各国の医学系学術団体

が広報・展開している取り組みの内容とも矛

盾しない。 

一方で、このようなさまざまな要因が、

各々にどの程度寄与していたのか、また、国

レベルでの減塩活動が循環器疾患の予防や
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治療に効果を与えたと証明するためには、マ

クロの視点から検討する必要があろう。例え

ば、日本人の栄養所要量において食塩の目標

摂取量が初めて示された 1979 年以前の栄養

施策が仮に継続されていたと仮定した場合

の推計、あるいは、1979年前後の平均的な食

塩摂取量が維持されていたと仮定とした場

合の推計を検討することは、不可能ではない

と考えられる。さらに、国民 1人当たりの食

塩摂取量が 1g 減少できたことによる医療費

の節約効果等も何らかの形で示すことがで

きれば、広く理解を得やすいと考えられる。 

従来、公衆栄養施策の重要性については、

広く理解が得られているものと考えられる

が、それらの効果については、あまりにも交

絡する因子が多いことなどから、明確には証

明されず、適正な社会的評価が得られていな

い感がある。今後、地方自治体やその他の取

り組みも含めた検証を進めていく必要があ

る。 

現在国レベルで展開されている健康日本

21（第二次）における循環器疾患予防の目標

を達成するための前提として、国民における

収縮期血圧を 4 mmHg 低下する必要があり、

このうちの 2.3mmHgは、栄養・食生活に関わ

る内容として、食塩摂取量の減少を位置づけ

ている。また、その他の施策や取り組みとし

ては、日本人の食事摂取基準（2020 年版）、

食生活指針・食事バランスガイド、全国の自

治体による健康増進施策、国立循環器病研究

センターによる「かるしおプロジェクト」、日

本高血圧学会による「JSH 減塩委員会・食品

リスト」、日本栄養改善学会を始めとした複

数の関連学会等のコンソーシアムによる健

康的食環境整備事業「スマートミール」など

があげられる。しかし、これらの施策や取り

組みは、必ずしも有機的に連動しているとは

言い難い部分もあり、今後の課題であろうと

考えられる。 

健康日本 21（第二次）における、生活習慣

病等と栄養・食生活の目標の関連について整

理した図によれば、循環器疾患の予防に対し

て直接的に作用する栄養状態や食物摂取と

しては、食塩摂取量の減少、野菜・果物摂取

量増加、適正体重者の増加に関して研究報告

があるものとされている。しかしながら、こ

れらのエビデンスが具体的なポピュレーシ

ョンアプローチやハイリスクアプローチに

落とし込まれ、社会実装されなければ、目標

達成は厳しいと考えられる。 

このうち、減塩のポピュレーションアプロ

ーチに関する最近の動向としては、都道府県

レベルの自治体主導から、関連団体、地元企

業、市町村との連携事業が多くなっている。

またも自治体内のいわゆるヘルス部門だけ

ではなく、農林水産部門、商工部門、教育委

員会等との連携も積極的に行われている。ま

た、調味料や食塩を多く含む食品の摂取量を

減らすことだけを継続して呼びかけるので

はなく、日頃から用いる食材や食品を従来ど

おり使用しても、自然に減塩に繋がるような

食環境整備がポピュレーションアプローチ

の中心になりつつあることが考察される。 

評価の視点から見ると、県民健康・栄養調

査における栄養摂取状況調査により、一定レ

ベルで食塩摂取量の縦断的な評価はなされ

ているが、尿中からの排泄量などの評価はほ

とんど行われておらず、カリウムなど他の栄

養素摂取量との関連をより客観性を評価す

ることを視野に入れた対応が求められよう。

今後、結果評価、影響評価、取り組み全体の

評価をどのような手段で行っていくのかが

課題である。 

ところで、地域レベル（市町レベル）での

取り組みにおいては、市町に勤務する同一の

担当者が長期間に渡り地域住民と関わるこ

とが可能である。また、減塩に関する取り組

みの優先順位を上げることによって、より綿

密に施策を展開できる。この度取り上げた 2

自治体の取り組みの共通点としては、①食塩

の摂取状況やこれに関連すると思われる健

康指標を客観的に把握していること。②住民

を巻き込む減塩活動を徹底するため、地域内

に専門の委員会等を組織することや、既存の

組織や枠組みを上手く活用・連携しているこ

と。③地域住民が日常的に特に意識していな

くても、減塩に関わる情報や取り組みが自然

にできてしまうような食環境整備や仕組み

の構築を行っていること。④地域の実情（地

政学的位置づけ・人口構成・地域の産業）を

考慮していること。⑤すべての住民に取り組

みが行き渡るよう（漏れがないよう）、複数の

仕組みやルートを用いて、対応していること。

⑥一連の取り組みに関して、内容が整理され、

外部に発信されていることなどがあげられ

る。今後、この種の取り組みを全国展開して

行くにあたっては、必ず押さえておくべきポ

イントであると考えられる。一方で、減塩の

効果を客観的に評価するためには、食塩の摂

取量や排泄量を経時的に評価するだけでは
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なく、健康診査の成績や医療費の分析をモニ

タリングしていくことが必要である。必ずし

も、市町村レベルのいわゆる健康増進（ヘル

ス）担当部門のみでは対応できないため、地

域の大学や研究機関等の参画が求められる。 

職域レベルでの取り組みにおいては、事業

所に勤務する勤労者の健康状態が把握しや

すく、従業員食堂や売店（コンビニエンスス

トア）が設置されている場合には、さまざま

な食環境整備が行いやすく、このことによる

勤労者の購買・メニューの選択状況のモニタ

リングも行いやすい。また、一旦仕組みが構

築できると、モニタリングが容易に可能であ

ることから、効果の判定や取り組みの調整等

が客観的に対応出来やすい。しかし、健康管

理部門のみでの対応には限界があり、実際に

は、会社側（経営者、人事・庶務関係部門、

安全衛生委員会等）、従業員側（労働組合）、

健康保険組合等の理解や合意が十分に得ら

れないと、積極的な取り組みは展開できない

場合が多い。国や関係団体等が推進している

健康経営、産業保健、産業栄養の思想や活動

がさらに理解が広がり、定着する必要がある。 

中食を取り扱う流通企業等が、利用者に対

して積極的な情報開示を行わないままに、食

品や商品中に含有されている食塩量を少し

ずつ減量して、販売することは、利用者側に

とって比較的小さな負担で自然に減塩に繋

がることから、わが国においては、今後、期

待できる手段であると考えられる。この種の

対応は、英国において、パンに含まれる食塩

の量を徐々に減らしていったことと共通す

る取り組みである。今後、この種の取り組み

が同種の企業や団体等で広く展開されるこ

とが望まれる。 

  

E．結論 

わが国の食塩摂取量は、以前に比べ明らか

に低下し、国民の血圧レベルや高血圧の有病

率も概ね低下している。このことから、脳血

管疾患について、死亡率は明らかに低下して

いる。しかし、国や地域レベルでの減塩に関

する取り組みが有効であったとするエビデ

ンスは限られており、地道な減塩活動に対す

る評価は十分であるとは言い難い状況にあ

る。 

わが国の食塩摂取量は、世界的には、なお

高いレベルにあることから、国や自治体、関

連学会等は一層の減塩を推奨している。われ

われは、科学的根拠に基づき、PDCAサイクル

をしっかりと回しながら、他の関連要因も視

野に入れ、一連の取り組みを一層推進するこ

とが求められている。 

このような状況下、厚生労働省では、2022

年 3月に産学官等で構成する「健康的で持続

可能な食環境戦略イニシアチブ」を設立し、

減塩など栄養面を軸に環境面にも配慮し、誰

もが自然に健康になれる持続可能な食環境

づくりの展開を開始した。今後、地域・職域・

教育現場等において、減塩活動を中心とした

この種の対応や活動が一層進展し、何れの地

域や職域においても、高血圧を介した循環器

疾患の予防や治療に望ましい効果が容易に

証明できるような状況になること期待した

い。このためには、各自治体や職域レベルで、

減塩を推進するための組織作り、組織と連携

した綿密な取り組みの実施と継続、十分なモ

ニタリング体制の確保と評価、必要に応じた

大学や研究機関との連携、成果や状況見える

化が必要であり、系統的な戦略を持って、継

続的に取り組みを進めていく必要がある。 
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図１ 食塩摂取量の平均値（２０歳以上）の推移
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（昭和55-平成29年国民栄養調査、国民健康・栄養調査）
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図２ 全国と地域別の平均食塩摂取量の推移（成人1人1日当たり）
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図３ 食塩摂取密度
（摂取エネルギー1000kcalあたりの食塩摂取量）の推移

 
 

 

 

 

 

最近の主な
取り組み

その他の
取り組み

青森県立保健大学
健やか力向上サポー
ト活動「おかず味噌
汁を食して健やか力
を向上させよう運

動」（平成29年度）

（公社）青森県栄養士会主催の定期的な減塩活動（平成29年度～）

みんなで実践「だし活」
加速化事業

（令和２～３年度）

無理のない減塩推進
ムーブメント創出事業
（令和元年～２年度）

だし活！減塩ビジネス
推進事業

（平成30年度～令和元年度）

だし活！健活！
減塩推進事業

(平成28～29年度)

平成28年 平成30年 平成31年/令和元年 令和２年平成29年 令和４年令和３年

 
図４ 青森県の減塩に関する最近の取り組み 

 

 



24 

 

 

無理のない減塩推進ムーブメント創出事業 （令和元年～２年度）

みんなで実践「だし活」加速化事業 （令和2～3年度）

１．減塩商品等活用啓発事業
①子どものころからの減塩商品等チェック事業
⇒栄養成分表示をみながら食品選択をする習慣作りのため、中学校生徒の保護者など向けチラシを
作成し中学校に配布

②栄養成分表示普及啓発事業
⇒栄養成分表示の周知・活用ポスター等を作成し、スーパー等に配布

２．「無理のない減塩」セミナーの開催
⇒無理なく減塩に取り組むきっかけとなるよう、講演及び減塩食品や減塩グッズの活用を促進する
シンポジウム等を開催

１．企業による「だし活」商品の開発促進
①商標「だし活」等を活用した商品開発に向けたセールス活動
②無意識の減塩ノウハウを活用した惣菜開発に向けたセールス活動

２．「だし活」気運の醸成
①だし活応援大使の任命 ②だし活応援大使を活用した普及啓発

３．子どものころからの「だし活」「だす活」の実践・定着
①乳幼児健診等でのだし活伝道活動
②県だし活協議会の「だし活」推進活動

 
図５ 青森県における令和元年度以降の減塩に関する取り組み内容 
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図６ 下呂市国保における高血圧受療率の推移と岐阜県内での順位の推移 
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図７ 下呂市国保特定健診におけるⅠ度高血圧者の割合の推移 
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図８ 下呂市国保特定健診におけるⅡ度・Ⅲ度高血圧者の割合の推移 
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The high-risk and population strategy for occupational health promotion（HIPOP-OHP）study 

 

図９ スポット尿から推定した２４時間当たりの尿中塩分排泄量 

 

 

 

 

 

 

男性 女性 備考

日本人の栄養所要量（1979（昭和54）年） 10ｇ以下 10ｇ以下

第三次改定　日本人の栄養所要量（1984（昭和59）年） 10ｇ以下 10ｇ以下

第四次改定　日本人の栄養所要量（1989（平成元）年） 10ｇ以下 10ｇ以下

第五次改定　日本人の栄養所要量（1994（平成6）年） 10ｇ以下 10ｇ以下

第六次改定　日本人の栄養所要量（1999（平成11）年） 10ｇ未満 10ｇ未満 高血圧予防の観点から150 mg / kg /日未満 

日本人の食事摂取基準（2005年版） 10ｇ未満 8ｇ未満 目標量（DG）*  として設定

日本人の食事摂取基準（2010年版） 9ｇ未満 7．5ｇ未満 目標量（DG）*  として設定

日本人の食事摂取基準（2015年版） 8ｇ未満 7ｇ未満 目標量（DG）*  として設定

日本人の食事摂取基準（2020年版） 7．5ｇ未満 6．5ｇ未満 目標量（DG）*  として設定

*  DG : tentative dietary goal for preventing life-style related diseases

表1　日本人の栄養所要量・日本人の食事摂取基準で定められてきた国レベルにおける

食塩摂取に関する目標量の整理

注）日本人の食事摂取基準（2020年版）においては、高血圧および慢性腎臓病（CKD）の重症化予防のための目標量として、男女とも

に、6g/日未満を設定している。  
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商品分類 品種数
販売数量

(百万食・個)

相対費

（減塩量(t））

弁当類 6 26.7 32.7

めん類 15 60.1 53.9

惣菜類 5 15.3 9.5

ドレッシング 1 4.7 1.1

菓子 1 0 0.1

合計 28 106.8 97.2

木下．日本健康教育学会誌 29 :306-312（2020）

（約1億食）

表２ こっそり減塩化した商品の販売数量と相対的な減塩量（2019年9月～2020年8月）

 
 

 

 


